
・怒りのコントロールについて、日ごろから、職員で話し合いを持ってみましょう。怒りの
感情自体を否定するのではなく、その時にどうしたらよいか、利用者怒りを向けない方
法をあらかじめ共有しておきましょう。
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・本スライドにあるようなことを意識し、そして、怒りの場面で対応できるよう、練習して
おきましょう。
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・タイムアウトはチームで共有が必要です。

・怒りの感情が出てきてしまったら、ほかの職員に助けを求める、もうその場を離れる、
他の人に支援をバトンタッチする。など、チームで支援者どおし助け合う体制を作りま
しょう。

・また、必ずしも周囲の職員に助けを求められる状況ではない、一人きりの場面もある。
利用者さんのクールダウンの仕方や対応方法を事前に共有し、練習しておくことも大事
です。また、管理者が適切な対応方法を指示してあげてください。緊急時なので、「あな
たが考えて」ではなく、適切な指示を。
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・怒りのコントロールのために深呼吸も効果的です。
・どこでもできます。すぐにできます。たかが深呼吸、されど深呼吸。

・ほかにも、ゆっくりと腹式呼吸をする、言葉のスピードを遅くする、意識してゆっくり話
す 水を飲むとか、座るとか あえて、湧き起っている怒りの感情と関係のないことをす
る。そうやって怒りの感情を鎮めていくことを訓練してみましょう
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・グラウディングというスキルも有効です。

・湧き上がってくる怒りの感情に飲み込まれないために、強制的に今・現在に集中する
という方法です。

・床やカーペットを見つめる、目の前にあるものを声を出して言ってみる。胸を交互に叩
くとか、数を数えるとか怒りの感情に関係のないことを強制的に行ってみる方法です。

・また、白い紙や、怒りをごみ箱に捨てる、気持ちいい場面を思い出す等をイメージして
怒りの感情から離れてみるなど、意識的に行ってみましょう
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・先ほどスライド１４で示した発生要因は、一見、虐待を行った支援者個人の問題ととら
えてしまいがちです。しかし、虐待は一個人の問題ではなく、法人や事業所等組織とし
て取り組む問題です。

・貴事業所では、虐待防止のために、権利擁護のために、どのような取り組みを行って
いますか？それらは、有効に機能していますか？形だけのものになっていませんか？
・組織としての取り組みとして、本スライドのようなことが挙げられます。
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・また、虐待が起きた場合に、どのような対応をするのか、あらかじめ確認をしておきま
しょう。

・虐待を受けた被害者への対応として、まず、安全確保、心理面での支援、虐待に対
応した個別支援計画の策定、家族への連絡、通報。

・「市町村の虐待防止センターに通報したから、あとは指示を待つ。」「虐待と認定され
たら、対応する」のではなく、そこに、通報に至るような不適切な支援があったのなら、
法人や事業所自ら、速やかに被害者へ対応してください。
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・また、虐待者にどのように対応するかも、事前に手順を確認しておきましょう。
・本スライドのような対応が考えられます。

・法人や事業所が、事実確認し、虐待の背景の、解明を行う。また、就業規則に沿って
懲罰があるということになるかとは思いますが、虐待の内容によっては、立ち直る機会
の付与も検討いただきたいとおもいます。知識や技術の不足が要因であれば、そこを
補う、ストレスや怒りのコントロールができなかったのであれば、その要因の分析や組
織としてどう対応すべきか検討いただきたいとおもいます。

・また、他の職員へのフォローも大切です。自分の施設で虐待があったとなると、他の
職員さんのショックも大きい。個人の非難でなく、組織としてどう取り組むか、共有して
ほしいと思います。

・虐待、不適切な支援をした人の問題とするのでなく、法人全体の問題ととらえた対応
を。
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・多くの虐待事件は、一番身近にいる、支援者や家族のもとで起こっています。

・身近にいるからこそ、虐待を起こしやすいリスクがあります。でもその一方、虐待を発
見しやすいところにもいます。
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・皆さんにお願いしたいことです。

・組織的に虐待防止を行う対策をし
てください。

・虐待が疑われる状況があれば、
市町村の虐待防止センターに通報
してください。虐待を受けた被害者
の支給決定をしている市町村の虐
待防止センターが通報先です。
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・疑われる状況があれば、被害者に
対し、家族に対し、通報先に対し、
「隠さない」「嘘をつかない」誠実な
対応をお願いします。

・疑いがあれば、必ず通報をしてくだ
さい。虐待の有無を判断するのは虐
待防止センター。事業所や法人内
で判断して終結しないようにしてくだ
さい。
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・障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人には通報の
義務があると規定されています。施設や事業所で疑わしいことがおこったら、通報を。
通報は義務なので、通報しないという選択肢はありません。
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・虐待通報が、早い時期や疑いの段階で行われていれば、利用者の被害を最小限で
食い止めることができます。
・虐待を行った職員の処分や責任を最小限でとどめることができます。
・責任者への民事的、道義的責任を最小限でとどめることができます。

・虐待が起きた事業所に対する、行政責任、民事責任、道義的責任を最小限でとどめ
ることができます。
・こういった意味で、通報は、すべての人を救うのです。

・初めに伝えたように、虐待防止法の目的は、障害者の支援について考えること、より
良い施設運営につなげること、障がい者の権利を擁護すること。
・通報は、事業所と行政が一緒に、この目的に取り組む第一歩。
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・また、ご利用者、ご家族への対応は、スライド22を参考に、誠実な対応を。
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・虐待の相談、通報、届け出があれば、市町村虐待防止センターや県の権利擁護セン
ターは、事実の確認を行います。

・初めにお伝えしてたように、障害者の支援について考えること、より良い施設運営に
つなげること、障がい者の権利を擁護することが障害者虐待防止法の目的です。この
目的のためには、どういった事実があったのかを把握することが重要です。

・このため、事実確認の折には、隠さない、うそをつかないという誠実な対応をお願いし
ます。
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